
65歳到達以前に退職する方と
65歳に到達する方（65歳以降もYKKｸﾞﾙｰﾌﾟで勤務）の

＜退職給付 手続リーフレット＞

ＹＫＫ企業年金基金

退職後または65歳到達時の「退職金」「確定給付企業年金（ＤＢ）」「確定拠出年金（ＤＣ）」
 についてまとめたリーフレットです。
 必ずご覧いただき、期限までに必要な手続を ご自身で行ってください。

◆ 記載の内容は、2026.4.1時点の情報に基づいて作成しています。
◆ 本資料は作成時点の情報をもとに作成しているため、法令変更などにより、本資料に記載された内容は予告なしに変更されることがあります。

退職金・ＤＢの手続書類提出期限

65歳到達以前に退職する方 … 退職月末日
65歳に到達する方 … 65歳到達月末日

＊いずれも基金必着です！
（65歳誕生日時点でYKKｸﾞﾙｰﾌﾟに勤務）



「あなたが受け取れる退職給付」を確認しましょう！

どのような退職給付が受け取れるのか、以下のフローチャートで確認し、該当した方にチェックして
みましょう。

社員等※になった日は2013.3.31以前ですか？
※ 役員・執行（専門）役員・社員（見習い含む）・準社員

2016.3.31以前、以下の会社に
在籍していましたか？

◆YKK APエクステリア ◆九州エクステリア ◆北陸PG

あなたが受け取れる退職給付 あなたが受け取れる退職給付

退職金
確定給付企業年金

（ＤＢ）
退職金

はい いいえ

はい

いいえ

確定拠出年金

（ＤＣ）
確定拠出年金

（ＤＣ）

共通

1
↑ こちらに該当した方で、2003.10.31以前に遺族年金や障害年金の受給権を取得されている方は、事前に基金までご連絡ください。

（注意）2025.4.1以降に入社した人で、57歳の誕生日の翌月以降で最初に到来する4・7・10・1月以降に
社員となった人は、基金(退職金やDB)に加入することはできません。



例１） 1998.4.30に社員として入社し、2020.12.1付で退職した場合。
⇒ 社員等であった期間は、1998.4～2020.12 までの 22年9ヵ月となる。

例２） 2000.4.15に期間契約社員として入社し、2001.4.1に社員に昇格、その後2020.12.20付で
退職した場合。

⇒ 社員等であった期間は、2001.4～2020.12までの 19年9ヵ月 となる。
（期間契約社員は、社員等には該当しないため、期間には含みません。）

○月 ○月 ○月 ○月

社員等になった日を含む月

以下の いずれか早い方 の日を含む月
・65歳到達日(65歳の誕生日前日)
・退職日

社員等であった期間

（注） 65歳の誕生日時点でＹＫＫｸﾞﾙｰﾌﾟ勤務の方は、65歳到達日（誕生日前日）に加入者でなくなります。
（注） 社員等であった期間には、公職休職や育児（介護）休業の期間も含めます。
（注） 期間の計算に不安がある人は、手続を進める前に、ＹＫＫ企業年金基金 へお問い合わせください。

○月 ○月

私が社員等であった期間は

年   ヵ月 です。

2

私は「期間契約社員」で
入社して、後から「社員」
になったから、「社員」に

なってからの期間で
確認すれば良いのね。

「社員等※であった期間」 を確認しましょう！
※ 役員・執行（専門）役員・社員（見習い含む）・準社員（見習い含む）

共通

65歳以降もYKKｸﾞﾙｰﾌﾟで
働くけど、退職給付は65歳
までの加入になるから、
65歳到達時には退職者と
同じような手続が必要に
なるんだね。



3

「退職給付の見込額」を確認しましょう！

あなたが受け取れる退職給付の見込額は、毎年9月に通知される「退職給付見込額のお知らせ」で
確認できます。直近のお知らせで見込額を確認してみましょう。

共通

計算基準日は、前年度末（3月31日）時点です。
見込額は、あくまで計算基準日時点の額であり、退職時または65歳到達
時の見込額ではありませんので、ご注意ください。

* 計算基準日時点で、受け取れる給付が発生していない（勤続3年未満 等）場合は、
見込額のお知らせが通知されません。 

* YG-Portalが利用できる方は、「年金・一時金シミュレーション」で計算基準日以降の
見込額を概算で算出することもできます。（YG-Portal→Personal→YKK企業年金基金）

■ 「退職給付 見込額のお知らせ」はどこで確認できる？

＜“明細くん”を利用できる方＞

明細くんの「退職給付見込額のお知らせ」から確認してください。

＜紙で給料明細を受け取っている方（“明細くん”を利用できない方）＞

9月の給料明細と一緒に配付された、紙のお知らせで確認してください。

■ 見込額の計算基準日は？

 「最終出社後のため“明細くん”が見られない」
 「紙で配付されたお知らせを紛失してしまった」

直近に通知したお知らせを再発行することができます。
希望される方は、基金（TEL：03-3864-2086）までご連絡ください。
見込額は個人情報のため、電話やメールではお答えできません。

（注）本人以外からの依頼や、送付先住所が会社登録住所と相違する場合等、
本人より「再発行依頼書」を提出いただいてから再発行となる場合があります。

家電・固定電話で話す女性のイラスト

？

退職金の見込額
に関する内容が記載

ＤＢの見込額
に関する内容が記載

＜イメージ＞

http://2.bp.blogspot.com/--y9aOw5elts/UrEhgOLwK3I/AAAAAAAAb5Q/bes3nQ1GixI/s800/denwa_kotei_woman.png


退職給付の種類 手続に関するページ

手続は

5～10ページ
を参照

【お問合せ先】

ＹＫＫ企業年金基金

ＴＥＬ    ： 03-3864-2086
 ＦＡＸ  ： 03-3864-2087
 メール： kikin.jpn@ykk.com

※TELは留守電対応となっています。ガイダンスに従い
 メッセージを残してください。担当者からご連絡します。

※メールの場合は、従業員番号・氏名・生年月日・折り返し先
 の電話番号を必ず記入してください。

手続は

11～16ページ
を参照

手続は、別途お渡ししている
「60歳未満で退職される方へ」

または
「60歳以降で退職される方へ」
のＤＣリーフレットを参照

会社への手続は不要です。
状況等により手続先は異なりますので、
ご自身で手続先へ必要な届出を行ってください。

詳細は人事担当者等から配付されたＤＣのリーフ
レットで確認してください。

「受け取れる退職給付に応じた手続」を確認しましょう！

退職金

確定給付
企業年金

（ＤＢ）

確定拠出
年金

（ＤＣ）

共通

「あなたが受け取れる退職給付」の手続を確認しましょう。（受け取れる退職給付は１ページで確認しましょう。）
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「退職金」と「ＤＢ」は会社（基金）へ
手続をする必要があるけど、
「ＤＣ」は会社（基金）へ手続する
訳ではないのね。



◆社員等であった期間（2ページ参照）が3年以上20年未満の場合の選択肢

□ 「一時金」で受け取る

□ 「他の制度※2」に移して将来の年金につなげる（ポータビリティ）

★2021.4.1以降に社員等になった方で65歳の誕生日時点でYKKｸﾞﾙｰﾌﾟ勤務の方は、
   次の選択肢も選択可能です。

□ 一時金の受取時期を「YKKｸﾞﾙｰﾌﾟ退職時まで繰下げる(遅らせる)※4」

退職金「退職金の受取方法」を選択しましょう！（1）

主なメリット 主なデメリット

一時金
で受け取る

・次の方は退職所得控除※1のメリットを受けられる。
→ 2021.3.31以前に社員等になった方
→ 2021.4.1以降に社員等になった方で65歳到達日

(誕生日前日)以前に退職する方

・年金として受け取ることができない。
・2021.4.1以降に社員等になった方で65歳誕生日時点

でYKKｸﾞﾙｰﾌﾟ勤務の方は、65歳到達時は在職中の
ため退職所得控除※1が受けられない。(一時所得※３)

他の制度※2

に移す

・移した先の制度に応じて、年金として受け取ること
ができる。

・再就職先の制度に移す場合、再就職先の制度と
通算が可能。

・受け取れる給付に確定給付企業年金（ＤＢ）もある
場合、DBも同じ制度に移す必要がある。

・退職所得控除※1のメリットを受けられない。

一時金受取を
退職時まで
繰下げる※4

・繰下げ中は利息がつく
・退職所得控除※1のメリットを受けられる。

・利息は10年国債の応募者利回りをもとに算出される
ため、状況によっては利息がつかない場合がある。

※1  「退職所得控除」は18ページ参照
※2  「他の制度に移す（ポータビリティ）」は23～24ページ参照
※3 「一時所得」は19ページ参照
※4 「退職時までの繰下げ」は 22ページ参照

（注）社員等であった期間が20年未満の方の一時金には時効がありますので
ご注意ください。
*社員等になった日が2020.3.31以前の方は退職または65歳到達のいずれか
  早い方から「10年」、2020.4.1以降の方は退職または65歳到達のいずれか

早い方から「5年」となります。
5



◆社員等であった期間（2ページ参照）が20年以上の場合の選択肢

□ 「一時金」で受け取る

□ 60歳（注）から「年金※5
（5年確定年金）」で受け取る （注）60歳以上で退職する場合は退職時または65歳到達のいずれか早い方。

★60歳未満で退職した方は、次の選択肢も選択可能です。

□ 「他の制度※2」に移して将来の年金につなげる（ポータビリティ）

★2021.3.31以前に社員等になった方で65歳誕生日時点でYKKｸﾞﾙｰﾌﾟ勤務の方は、
 次の選択肢も選択可能です。

□ 年金の受取開始時期を「66～75歳まで繰下げる（遅らせる）※6」

★2021.4.1以降に社員等になった方で65歳誕生日時点でYKKｸﾞﾙｰﾌﾟ勤務の方は、
 次の選択肢も選択可能です。

□ 年金の受取開始時期を「YKKｸﾞﾙｰﾌﾟ退職時まで繰下げる（遅らせる）※４」

退職金「退職金の受取方法」を選択しましょう！（2）

6

※2  「他の制度に移す（ポータビリティ）」は23～24ページ参照
※4  「退職時までの繰下げ」は22ページ参照
※5 「年金の送金や税金」は20ページ参照
※6 「66～75歳までの繰下げ」は21ページ参照
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退職金「退職金の受取方法」を選択しましょう！（2）

主なメリット 主なデメリット

一時金
で受け取る

・次の方は退職所得控除※1のメリットを受けられる。
→ 2021.3.31以前に社員等になった方
→ 2021.4.1以降に社員等になり65歳到達日以前に

退職する方

・年金で受け取ることができない。
・2021.4.1以降に社員等になった方で65歳誕生日時点で

YKKｸﾞﾙｰﾌﾟ勤務の方は、65歳到達時は在職中のため
退職所得控除※１が受けられない。(一時所得※３)

年金※5

（５年確定年金）

で受け取る

・5年間だけだが、将来年金として受け取ることができる。
（終身年金ではない点は注意）

・万が一亡くなった場合、5年間のうち年金で受け取って
いない期間分は、ご遺族が一時金で受け取れる。

・退職所得控除※1のメリットが受けられない。
・60歳未満の場合、年金を受け取れる年齢になるまでは

利息が付かない。
・年金の受給開始後は、原則一時金で受け取ることが

できない。
・年金受給中は、毎年確定申告が必要。

他の制度※2

に移す

・移した先の制度に応じて、年金として受け取ることが
できる。

・再就職先の制度に移す場合、再就職先の制度と通算
が可能。

・受け取れる給付に確定給付企業年金（ＤＢ）もある場合、
DBも同じ制度に移す必要がある。

・退職所得控除※1のメリットが受けられない。

年金の
受取開始時期を
66～75歳まで
繰下げる※6

・繰下げ中は利息がつく。
・繰下中や繰下げた年齢時に年金に代えて一時金で

受け取っても、退職所得控除※１のメリットを受けられる

・利息は10年国債の応募者利回りをもとに算出される
ため、状況によっては利息がつかない場合がある。

年金の
受取開始時期を
退職時まで

繰下げる※4

・繰下げ中は利息がつく。
・退職時に年金に代えて一時金で受け取ることで、退職

所得控除※１のメリットを受けられる。

・利息は10年国債の応募者利回りをもとに算出される
ため、状況によっては利息がつかない場合がある。

※1  「退職所得控除」は18ページ参照 ※2  「他の制度に移す（ポータビリティ）」は23～24ページ参照
※3 「一時所得」は19ページ参照 ※4  「退職時までの繰下げ」は22ページ参照
※5 「年金の送金や税金」は20ページ参照 ※6 「66～75歳までの繰下げ」は21ページ参照



受
取
方
法
の

選
択
は
？

退職金

「社員等であった期間」と選択した「受取方法」によって、提出書類は異なります。

「退職金の提出書類」を確認しましょう！
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社
員
等
で
あ
っ
た
期
間
（ 

2
ペ
ー
ジ
参
照
）
が

20
年
以
上
あ
る

はい

3
年
以
上

あ
る

いいえ

① 受取方法選択届 兼 裁定請求書（退職金用）

② 退職所得申告書（退職金用）1枚 （注）4～5月退職(65歳到達)者は ２枚

③ 住民票（原本）
一時金

年金（５年確定年金）

① 受取方法選択届 兼 裁定請求書（退職金用）

～60歳以上の方は、②住民票（原本） も提出～

手続不要
（給付なし）

① 受取方法選択届 兼 裁定請求書（退職金用）

② 退職所得申告書（退職金用）1枚 （注）4～5月退職(65歳到達)者は 2枚

③ 以下のいずれか1通
運転免許証のコピー、パスポートのコピー、住民票（原本）

① 受取方法選択届 兼 裁定請求書（退職金用）

② 以下のいずれか1通
運転免許証のコピー、パスポートのコピー、住民票（原本）

③ 移す先の制度に応じた添付書類（24ページ参照）

はい

一時金

他の制度に移すいいえ

（注1） 60歳未満の退職者のみ選択可能 （注2） 2021.3.31以前に社員等になった方で65歳誕生日時点でYKKｸﾞﾙｰﾌﾟ勤務の方のみ選択可能。
（注3） 2021.4.1以降に社員等になった方で65歳誕生日時点でYKKｸﾞﾙｰﾌﾟ勤務の方のみ選択可能。
＜住民票を添付する際の注意点＞ 発行から6ヵ月以内のもので、コピーは不可。個人番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ）・住民票ｺｰﾄﾞの記載がない住民票をお願いします。
＜退職した後に氏名変更する（会社へ氏名変更の届出せず退職）際の注意点＞ 選択内容に関わらず、本人証明書類は戸籍抄本（原本）が必要です。
＜提出期限・提出先＞ 最後のページで確認してください。

受
取
方
法
の

選
択
は
？

① 受取方法選択届 兼 裁定請求書（退職金用）

② 住民票（原本）

③ 移す先の制度に応じた添付書類（24ページ参照）他の制度に移す

① 受取方法選択届 兼 裁定請求書（退職金用）年金受取開始時期を66～75歳まで繰下げ

① 受取方法選択届 兼 裁定請求書（退職金用）
一時金受取を

退職時まで繰下げ

（注3）

① 受取方法選択届 兼 裁定請求書（退職金用）年金受取開始時期を退職時まで繰下げ （注3）

（注2）

（注1）



【受取方法選択届 兼 裁定請求書（退職金用）の記入見本】 退職金
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* お預かりした個人情報は、年金または一時金受給手続に使用し、第三者に開示・提供することはありません。
* 本人が意思決定できない場合や、自筆できない場合はＹＫＫ企業年金基金（03-3864-2086）へご連絡ください。

＜基本項目＞
【氏名】 戸籍上の氏名を自署で記入してください。
【押印欄】 シャチハタ不可です。
【退職年月日】 65歳到達の方は「65歳誕生日の前日」を記入してください。
【最終出社日】 最終出社日未定や、65歳到達の方は記入不要です。
【退職日時点の住民票住所】

65歳到達の方は「退職日」を「65歳誕生日の前日」と読み替えてください。
【退職日以降の書類送付先】

退職日時点の住民票住所欄に記入した住所と「同じ」か「異なる」かを
チェックして、異なる場合のみ記入してください。
手続完了のご案内はこちらの住所に送付となります。

【メールアドレス】 
記入は任意です。確認が必要な場合には基金からは原則電話で連絡
しますが、不在時等はメールまたはSMSで連絡する場合もあります。
記入する際は個人のメールアドレスを記入してください。

【電話番号】
自宅と個人携帯の電話番号を記入してください。（どちらかは記入必須）

＜受取方法＞
社員等であった期間が「20年未満」か「20年以上」かによって、選択
できる受取方法は異なります。選択肢によるメリット・デメリット（5、7
ページ参照）を考慮の上で選択してください。

＜振込先＞
選択した受取方法の横に「振込先記入」と指示がある場合は、希望する
振込先を記入してください。

＊郵便局の場合は、5桁と8桁の記号番号ではなく、「ゆうちょ銀行、
 店名（漢数字3つ）、7桁の口座番号」で記入してください。

口座名義は、結婚等により、基本事項欄に記入した氏名と異なる名義
になる場合のみ余白に記入してください。

（注） 訂正する場合
二重線で取消した上に、氏名欄の横に押した印と同様の印を押してください。

（修正液・修正テープ不可）
正しい訂正処理でない場合、一旦返却し訂正をお願いする場合があります。



【退職所得の申告書（退職金用）の記入見本】 退職金
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4～5月退職の人で「退職所得の申告書」の提出が必要な方は
【退職金用】は2枚必要です！

＊2021.4.1より税務関係書類の押印が不要となりましたので、押印は不要です。（押印してあっても問題ありません。）

青枠で囲んでいる、本人欄・Ａ欄を記入。

【本人欄】 ※注意※ 個人番号は絶対に記入しないでください！

・「現住所」には、退職日（又は65歳到達日）以降の書類送付先を記入。
・「氏名」は戸籍氏名を記入。（押印不要）
・「その年の1月1日現在の住所」とは、退職した年（65歳到達の方は

65歳誕生日前日を含む年）の1月1日時点の住所を指します。
「現住所」と同じ場合は、”同じ”に〇を記入。
「現住所」と異なる場合は、”相違”に〇を記入し、右に1月1日時点の
住所を記入。

【A欄】
① 退職日（65歳到達の方は65歳誕生日前日）を記入。
② 在職中に障がい者となったことに直接起因して退職した方は”障害”

に〇を記入し、（ ）内に障がいの状態と、身体障害者手帳の交付
年月日を記入。それ以外の方は”一般”に〇を記入。
生活扶助は”無”に〇を記入。

＊参考＊ 退職年又は65歳到達年の1/1において生活保護を受けて
いる人のみ生活扶助”有”に〇となります。

③ ”自”には準社員見習以上での「入社日」を記入。
“至”には「退職日（65歳到達の方は65歳誕生日前日）」を記入。
勤続年数（1年未満は1年に切上）を記入。

例）H12.4.1契約社員で入社しH15.4.1社員へ昇格。その後R4.4.1に退職。
(自) 平15年 4月 1日
(至) 令  4年 4月 1日 19年0ヵ月1日 ⇒ 20年

他に退職所得として受け取った一時金（確定拠出年金の一時金等）がある場合は
その一時金の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」のコピーを提出してください。
提出されたものをもとに、必要に応じてＢ～Ｄ欄に基金側で記入します。



◆社員等であった期間（2ページ参照）が3年以上20年未満の場合の選択肢

□ 「一時金」で受け取る

□ 「他の制度※2」に移して将来の年金につなげる（ポータビリティ）

主なメリット 主なデメリット

一時金
で受け取る

・退職所得控除※1のメリットを受けられる。 ・年金として受け取ることができない。

他の制度※2

に移す

・移した先の制度に応じて、年金として受け取ること
ができる。

・再就職先の制度に移す場合、再就職先の制度と
通算が可能。

・退職金も同じ制度に移す必要がある。

・退職所得控除※1のメリットが受けられない。

「確定給付企業年金（DB）の受取方法」を選択しましょう！（1）
確定給付
企業年金

（ＤＢ）
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※1 「退職所得控除」は18ページ参照
※2 「他の制度に移す（ポータビリティ）」は23～24ページ参照

（注）社員等であった期間が20年未満の方の一時金には時効がありますので
ご注意ください。
*社員等になった日が2020.3.31以前の方は退職より「10年」、2020.4.1以降の

方は退職より「5年」となります。



◆社員等であった期間（2ページ参照）が20年以上の場合の選択肢

□ 「一時金」で受け取る

□ 60歳（注）から「年金※5
（15年保証付終身年金）」で受け取る （注）60歳以上の退職者は、「退職時」または「65歳」のいずれか早い方

★60歳未満で退職した方は、次の選択肢も選択可能です。

□ 「他の制度※2」に移して将来の年金につなげる（ポータビリティ）

★65歳誕生日時点でYKKｸﾞﾙｰﾌﾟ勤務の方は、次の選択肢も選択可能です。

□ 年金の受取開始時期を「66～75歳まで繰下げる（遅らせる）※6」

「確定給付企業年金（DB）の受取方法」を選択しましょう！（2）
確定給付
企業年金

（ＤＢ）
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※2  「他の制度に移す（ポータビリティ）」は23～24ページ参照
※5 「年金の送金や税金」は20ページ参照
※6 「66～75歳までの繰下げ」は21ページ参照



主なメリット 主なデメリット

一時金
で受け取る

・退職所得控除※1のメリットをうけられる。

・年金で受け取ることができない。
・年金なら終身受け取れるが、一時金だと保証期間分

(退職時年齢に応じて現在価値に換算したもの)しか
受け取れない。

年金※5

（15年保証付
終身年金）

で受け取る

・終身年金なので、存命の限り年金が受け取れ、長生き
する程、受取総額が大きくなる。

・万が一亡くなっても、15年間の保証期間のうち、受け
取っていない期間分は、ご遺族が一時金で受け取れる。

・退職所得控除※1のメリットが受けられない。
・年金の受給開始後、5年経過するまでは原則一時金

で受け取ることができない。
・年金受給中は、毎年確定申告が必要。

他の制度※2

に移す

・移した先の制度に応じて、年金として受け取ることが
できる。

・再就職先の制度に移す場合、再就職先の制度と通算
が可能。

・退職金も同じ制度に移す必要がある。
・退職所得控除※1のメリットが受けられない。

年金の
受取開始時期を
66～75歳まで
繰下げる※6

・繰下げた年齢に応じて保証期間中の年金額が増額。
・繰下満了時に年金に代えて一時金で受け取っても、

退職所得控除※１のメリットを受けられる

・繰り下げ年齢に応じて保証期間は短くなる。
・保証期間終了後は、年金額が通常の金額に戻る。
（増額された年金が終身受け取れる訳ではない）

「確定給付企業年金（DB）の受取方法」を選択しましょう！（2）
確定給付
企業年金

（ＤＢ）
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※1  「退職所得控除」は18ページ参照
※2  「他の制度に移す（ポータビリティ）」は23～24ページ参照
※5 「年金の送金や税金」は20ページ参照
※6 「66～75歳までの繰下げ」は21ページ参照

＜参考＞ 加入者期間20年以上の方が60歳未満で退職し受取方法を「年金」で選択した場合、60歳到達時に再度「年金」か「一時金」か
受取方法を選択することができます。
60歳到達時に「一時金」を選択した場合、一時金額は60歳の支給率で計算し直すため、退職時の一時金額より金額が大きく
なります。（退職時～60歳になるまでは、いつでも「一時金」選択に変更することができますが、一時金額は退職時の一時金額
となり、金額は変わりません。）



受
取
方
法
の

選
択
は
？

「社員等であった期間」と選択した「受取方法」によって、提出書類は異なります。
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社
員
等
で
あ
っ
た
期
間
（ 

2
ペ
ー
ジ
参
照
）
が

20
年
以
上
あ
る

はい

3
年
以
上

あ
る

いいえ

① 受取方法選択届 兼 裁定請求書（ＤＢ用）

② 退職所得申告書（ＤＢ用）一時金

年金（15年保証付終身年金）
受取方法選択届 兼 裁定請求書（ＤＢ用）

手続不要
（給付なし）

① 受取方法選択届 兼 裁定請求書（ＤＢ用）

② 退職所得申告書（ＤＢ用） 

受取方法選択届 兼 裁定請求書（ＤＢ用）

はい

一時金

他の制度に移す

いいえ

受
取
方
法
の

選
択
は
？

受取方法選択届 兼 裁定請求書（ＤＢ用）
他の制度に移す

「確定給付企業年金（DB）の提出書類」を確認しましょう！
確定給付
企業年金

（ＤＢ）

受取方法選択届 兼 裁定請求書（ＤＢ用）
受取開始時期を66～75歳まで繰下げ （注2）

（注1）

（注1） 60歳未満の退職者のみ選択可能
（注2） 65歳誕生日時点でYKKｸﾞﾙｰﾌﾟ勤務の方のみ選択可能。
＜提出期限・提出先＞ 最後のページで確認してください。



【受取方法選択届 兼 裁定請求書（ＤＢ用）の記入見本】
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確定給付
企業年金

（ＤＢ）

* お預かりした個人情報は、年金または一時金受給手続に使用し、第三者に開示・提供することはありません。
* 本人が意思決定できない場合や、自筆できない場合はＹＫＫ企業年金基金（03-3864-2086）へご連絡ください。

（注） 訂正する場合
二重線で取消した上に、氏名欄の横に押した印と同様の印を押してください。

（修正液・修正テープ不可）
正しい訂正処理でない場合、一旦返却し訂正をお願いする場合があります。

＜基本項目＞
【氏名】 戸籍上の氏名を自署で記入してください。
【押印欄】 シャチハタ不可です。
【退職年月日】 65歳到達の方は「65歳誕生日の前日」を記入してください。
【最終出社日】 最終出社日未定や、65歳到達の方は記入不要です。
【退職日時点の住民票住所】

65歳到達の方は「退職日」を「65歳誕生日の前日」と読み替えてください。
【退職日以降の書類送付先】

退職日時点の住民票住所欄に記入した住所と「同じ」か「異なる」かを
チェックして、異なる場合のみ記入してください。
手続完了のご案内はこちらの住所に送付となります。

【メールアドレス】 
記入は任意です。確認が必要な場合には基金からは原則電話で連絡
しますが、不在時等はメールまたはSMSで連絡する場合もあります。
記入する際は個人のメールアドレスを記入してください。

【電話番号】
自宅と個人携帯の電話番号を記入してください。（どちらかは記入必須）

＜受取方法＞
社員等であった期間が「20年未満」か「20年以上」かによって、選択
できる受取方法は異なります。選択肢によるメリット・デメリット（11、13
ページ参照）を考慮の上で選択してください。

＜振込先＞
選択した受取方法の横に「振込先記入」と指示がある場合は、希望する
振込先を記入してください。

＊郵便局の場合は、5桁と8桁の記号番号ではなく、「ゆうちょ銀行、
 店名（漢数字3つ）、7桁の口座番号」で記入してください。

口座名義は、結婚等により、基本事項欄に記入した氏名と異なる名義
になる場合のみ余白に記入してください。



【退職所得の申告書（ＤＢ用）の記入見本】
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確定給付
企業年金

（ＤＢ）

＊2021.4.1より税務関係書類の押印が不要となりましたので、押印は不要です。（押印してあっても問題ありません。）

緑枠で囲んでいる、本人欄・Ａ欄を記入。

【本人欄】 ※注意※ 個人番号は絶対に記入しないでください！

・「現住所」には、退職日（又は65歳到達日）以降の書類送付先を記入。
・「氏名」は戸籍氏名を記入。（押印不要）
・「その年の1月1日現在の住所」とは、退職した年（65歳到達の方は

65歳誕生日前日を含む年）の1月1日時点の住所を指します。
「現住所」と同じ場合は、”同じ”に〇を記入。
「現住所」と異なる場合は、”相違”に〇を記入し、右に1月1日時点の
住所を記入。

【A欄】
① 退職日（65歳到達の方は65歳誕生日前日）を記入。
② 在職中に障がい者となったことに直接起因して退職した方は”障害”

 に〇を記入し、（ ）内に障がいの状態と、身体障害者手帳の交付
 年月日を記入。それ以外の方は”一般”に〇を記入。
 生活扶助は”無”に〇を記入。

＊参考＊ 退職年又は65歳到達年の1/1において生活保護を受けて
いる人のみ生活扶助”有”に〇となります。

③ ”自”には準社員見習以上での入社日を記入。
“至”には退職日（65歳到達の方は65歳誕生日前日）を記入。
勤続年数（1年未満は1年に切上）を記入。

例）H12.4.1契約社員で入社しH15.4.1社員へ昇格。その後R4.4.1に退職。
(自) 平15年 4月 1日
(至) 令  4年 4月 1日 19年0ヵ月1日 ⇒ 20年

他に退職所得として受け取った一時金（確定拠出年金の一時金等）がある場合は
その一時金の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」のコピーを提出してください。
提出されたものをもとに、必要に応じてＢ～Ｄ欄に基金側で記入します。



◆◆ 60歳未満で退職された方 ◆◆

ＤＣは退職後、すぐ受け取ることはできず、原則、他の制度に移す手続が必要です。
（手続は 退職から６ヵ月以内 に行う必要があります。）

ＤＣの退職後の手続方法や提出先は、皆さんの退職後の状況等によって変わります。
退職時のＤＣの口座状況については、みずほグループの各種サービス※で確認することができます。

※ 退職後6ヵ月まで利用可能です。利用するにはＤＣの口座番号とパスワードが必要になるため、事前にご用意ください。

確定拠出
年金

（ＤＣ）
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「確定拠出年金（DC）の手続」を確認しましょう！

私の場合、どこに
移したら良いのかしら？

今、一時金で受け取る
ことはできないの？

ＤＣ口座の状況や手続
はどこに確認すれば

良いの？
中年男性の表情のイラスト「疑問」

女性の表情のイラスト「疑問」

サラリーマンの表情のイラスト「居眠り」

◆◆ 60歳以上で退職された方、または、65歳に到達された方 ◆◆

60歳以上の退職時（または65歳到達時）に受取開始年齢に達していれば、受取手続をすることができます。
受取開始年齢は、ＤＣの加入者等期間（ＹＫＫグループ以外のＤＣ制度の加入者期間や運用指図者の期間も含みます）に応じて
60～65歳となっており、受取開始時期の上限である75歳までの間で受取時期を自分で選択できます。
（受取開始年齢は、退職後、JIS&T社※から届く案内で確認できます。）
受取開始年齢に達していない場合、達するまで受け取りはできず、引き続き運用を続けていく必要があります。
受取開始年齢に達した場合は、JIS&T社※から受取に関する手続案内が届きます。
受取を希望する場合は、案内に従って、必要書類を準備し JIS&T社※へ提出してください。

（会社や基金への提出ではありません。）
※ YKKグループの業務委託を受け、ＤＣの記録管理や手続等を行っている会社です。

ＤＣの手続等については別途お渡ししている 「60歳未満で退職される方へ」 のＤＣリーフレットで確認してください！

ＤＣの手続等については別途お渡ししている 「60歳以降に退職される方へ」 のＤＣリーフレットで確認してください！

http://1.bp.blogspot.com/-6kZUT-vJb2s/VZ-Qo99aZWI/AAAAAAAAvOo/FNa543ca3WQ/s800/ojisan3_question.png
http://3.bp.blogspot.com/-42ddByrXRig/VZ-W1-dVteI/AAAAAAAAvTU/SOdvlTbjoz0/s800/woman_question.png
http://3.bp.blogspot.com/-iCFmGzlVK4g/VZ-QVdL1ZRI/AAAAAAAAvJ8/mMwPZBuYCAM/s800/businessman_sleep.png
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「退職所得控除」について

退職金やＤＢの一時金は、退職に起因する場合、原則“退職所得”となります。
「退職所得控除」とは、この退職所得に対し、勤続年数に応じて税金が免除されるしくみです。

＊2021.3.31以前に社員等になった方で65歳誕生日時点でYKKｸﾞﾙｰﾌﾟ勤務の方は、「65歳＝旧定年」という取り扱いとなり、65歳時及び
 66～75歳の繰下時に受け取る一時金は在職中であっても“退職所得”とみなされます。

一時金にかかる税金 ＝ （ ア － イ ） × 1/2（注） × 税率（表1）

（表1）税率 ＜累進課税で乗じた後、控除額を差引きます。＞
（ア） 一時金で受け取った「退職金」と「確定給付企業年金（ＤＢ）」等

の退職所得の合計額

（イ） 退職所得控除

勤続年数（1年未満の端数は1年に切上）に応じて計算

退職金

確定給付
企業年金

（ＤＢ）

※ 上記の取扱いは、退職日時点で国内に住所を有し、又は、1年以上居所を有している『居住者』に適用されます。
『非居住者』の場合や、『特定役員』に該当される場合は、上記の取扱いとは異なりますのでご注意ください。

※同年中に、別途会社等から退職所得に該当する一時金（ＳＬＳの加算金など）を受け取っている場合は（ア）に合算して税額を再計算します。

※送金時に税金処理は完了するため、原則 確定申告は不要です。（手続完了後、基金の業務委託先の三井住友信託銀行から、退職所得の
  源泉徴収票を送付します。源泉徴収票は、確定拠出年金(DC)の手続等に必要になる場合があるため大切に保管してください。）

（ア－イ）×1/2 の金額
＊千円未満端数切捨

税率 控除額

195万円以下 5％ 0円

195万円超  330万円以下 10％ 97,500円

330万円超  695万円以下 20％ 427,500円

695万円超  900万円以下 23％ 636,000円

900万円超  1,800万円以下 33％ 1,536,000円

1,800万円超 4,000万円以下 40％ 2,796,000円

4,000万円超 45％ 4,796,000円

＊復興特別所得税が適用されている期間は、
 所得税額の2.1％が追加で徴収されます。
 （1円未満端数切捨）

［勤続年数］  2年未満 ・・・ 80万円
2～20年以下 ・・・ 勤続年数×40万円

   20年以上 ・・・ 800万円＋70万円×(勤続年数－20年)

＊ 障がいとなったことに直接起因して退職した場合、上記に100万円加算
  されます

＊ 受取時期を65歳以降に繰下げた場合も、退職所得控除額の基礎となる
勤続期間は65歳までの期間となります。（繰下中の期間は含みません）

（注） 2022.1.1から適用された「短期退職手当等」の取扱いにより、勤続年数5年以内（但し特定役員は除く）で、
（ア－イ）で計算した額が300万円を超える場合、300万円を超えた分については1/2が適用されません。

（注） 上記は所得税です。住民税は別途、（ア－イ）×1/2×住民税率(10％) がかかります。
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「一時所得」について

一時所得の金額   ＝ （ ア － イ － 特別控除50万円）
一時所得の課税対象額 ＝ 一時所得の金額× 1/2

（ア） その年中の一時所得の総収入金額

（イ） その収入を得るために支出した金額の合計額

＊「退職金」や「DB」は全額会社負担ですので、本人が支出した金額は０円になります。

退職金

※ 上記の取扱いは、退職日時点で国内に住所を有し、又は、１年以上居所を有している『居住者』に適用されます。
『非居住者』の場合は、上記の取扱いとは異なりますのでご注意ください。

※ 同年中に、私保険の解約返戻金・満期保険金などがある場合は、（ア）や（イ）にその分を含める必要があります。

※手続完了後、基金の業務委託先の三井住友信託銀行から支払調書を送付しますので、確定申告の際にご利用ください。

一時金を在職中に受け取る場合、原則“一時所得”となります。
送金時に源泉徴収は行わず、他の所得と合算して総所得金額を求めた後に納める税額を決める
（総合課税）ため、確定申告が必要（注）になる場合があります。

（注）一時所得の課税対象額額が20万円以下の場合、原則として確定申告は必要ありません。しかし、一時所得が20万円以下であっても
                 確定申告が必要なケース（医療費控除など他の税制優遇措置を受けるため確定申告をする場合など）もあるため、確定申告の要否

や詳細は最寄りの税務署等でご確認ください。

＊2021.3.31以前に社員等になった方で65歳誕生日時点でYKKｸﾞﾙｰﾌﾟ勤務の方は、「65歳＝旧定年」という取り扱いとなり、65歳時及び
 66～75歳の繰下時に受け取る一時金は在職中であっても、原則“退職所得”とみなされます。

＊2021.4.1以降に社員等になった方で65歳誕生日時点でYKKｸﾞﾙｰﾌﾟ勤務の方は、65歳時に一時金を受け取ると“一時所得”となりますが、
受取時期を退職時まで繰下げれば、一時金を“退職所得”として受け取ることができます。
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「年金で受け取る場合の送金や税金」の取扱い

 年金は、60歳到達月の翌月分（60歳以上で退職した場合は退職月の翌月分、65歳到達の場合は
 65歳到達月の翌月分）から支給となります。

 「退職金」を年金で受け取る場合は、5年の確定年金です。
（万が一、5年間受け取る前に亡くなられた場合、残っている残高はご遺族に遺族一時金としてお支払いします。）

 「ＤＢ」を年金で受け取る場合は、15年の支払保証付終身年金です。
（万が一、15年間受け取る前に亡くなられた場合、残りの保証期間分を一時金に換算し、ご遺族に遺族一時金としてお支払いします。また、年金

  受給から5年経過し保証期間内であれば残りの保証期間分を一時金で受け取ることもできます。ただし年金で受け取る権利はなくなります。）

 送金は、年6回（偶数月の1日、土日祝日の場合は翌営業日）で、前2ヵ月分を送金します。
（例）6/1の送金は、4月分と5月分の2ヵ月分の送金となります。 （注）初回送金のみ奇数月となる場合もあります。

 年金額に関わらず、支払時に7.5％（注）が源泉徴収されます。
（注）復興特別所得税が適用されている期間は、所得税額の2.1％が追加で徴収されます。

 支払時に源泉徴収はされますが、国の年金も含めた年金額に対して、年齢に応じた一定の額まで
 税金が免除される 「公的年金等控除」 が受けられる税制優遇があります。
 ただし、この税制メリットを受けるためには、毎年ご自身で確定申告を行う必要があります。

＜公的年金等控除額＞ ＊公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円以下の場合。また年齢はその年の12/31時点で判断します。

65歳未満 65歳以上

公的年金等収入 公的年金等控除額 公的年金等収入 公的年金等控除額

130万円以下 60万円 330万円未満 110万円

130万円超 410万円以下 年金収入×25％＋27.5万円 330万円以上 410万円未満 年金収入×25％＋27.5万円

410万円超 770万円以下 年金収入×15％＋68.5万円 410万円以上 770万円未満 年金収入×15％＋68.5万円

770万円超 1,000万円以下 年金収入× 5％＋145.5万円 770万円超 1,000万円以下 年金収入× 5％＋145.5万円

1,000万円以下 195.5万円 1,000万円以下 195.5万円

退職金

確定給付
企業年金

（ＤＢ）

※ 上記の取扱いは、退職日時点で国内に住所を有し、又は、１年以上居所を有している『居住者』に適用されます。
『非居住者』の場合、上記の取扱いとは異なりますのでご注意ください。
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年金の繰下げ（66～75歳まで）について
退職金

確定給付
企業年金

（ＤＢ）

“2021.3.31以前に社員等になった方で65歳誕生日時点でＹＫＫｸﾞﾙｰﾌﾟ勤務の方、かつ、加入者期間
が20年以上ある方”は、「退職金」や「確定給付企業年金（ＤＢ）」の受取開始時期を、66～75歳の
希望する年齢まで繰下げる（遅らせる）ことができます。

（注） 基金には65歳までしか加入することができないため、65歳誕生日時点でYKKｸﾞﾙｰﾌﾟ勤務の方は、『65歳到達日(誕生日前日)』に、基金の加入者では
              なくなります。

 あくまで、65歳誕生日時点でYKKｸﾞﾙｰﾌﾟ勤務の方が繰下げできる対象者であり、65歳到達日（誕生日前日）以前に退職または社員等でなくなった方は
 繰下げすることはできません。

【退職金】 繰下中は、毎年4月に10年国債の応募者利回りをもとに算出される利息が付利されます。
（ただし、算出結果によっては、利息が付利されない場合もあります。）

【ＤＢ】 繰下げ年齢に応じて年金額が増額されます。
 15年の保証期間は、繰下げ年齢に応じて
短くなり、保証期間終了（80歳到達）後は、
繰下げる前の通常の年金額に戻るという点は
ご留意ください。

 （通常の年金額に戻った後は終身支給）

年齢 繰下率 保証期間 年齢 繰下率 保証期間

66歳 1.0885 14年 71歳 1.8308 9年

67歳 1.1909 13年 72歳 2.0916 8年

68歳 1.3105 12年 73歳 2.4273 7年

69歳 1.4521 11年 74歳 2.8754 6年

70歳 1.6224 10年 75歳 3.5032 5年

～ 繰下げを選択する際の注意（P26のQ8/A8も参考にしてください） ～
 「退職金」は一時金で受け取って、「ＤＢ」は年金の受取開始時期を繰下げて受け取る、という選択は可能です。

 （ただし、「ＤＢ」は一時金、「退職金」は繰下げて受け取るという選択肢は不可）

 「退職金」と「ＤＢ」両方を年金で受け取る場合、年金の受取開始時期は、両方を同一年齢にする必要があります。
 （片方は繰下げせず65歳から年金で受け取り、もう片方は繰下げて年金で受け取るという選択は不可）

 繰下年齢到達時に一時金で受け取った場合、原則、繰下年齢に到達した年が退職所得の課税年となります。
 （ただし、既に受け取った退職所得がある場合は、原則 課税年は既に受け取った退職所得と同じ年となります。）

 繰下年齢到達時は、改めて手続が必要です。（自動的に給付は行われません。別途基金からご案内します。）
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給付の繰下げ（退職時まで）について
退職金

“2021.4.1以降に社員等になった方で65歳誕生日時点でＹＫＫｸﾞﾙｰﾌﾟ勤務の方”は、「退職金」の
受取時期を、退職時まで繰下げる（遅らせる）ことができます。

（注）基金には65歳までしか加入することができないため、65歳誕生日時点でYKKｸﾞﾙｰﾌﾟ勤務の方は、『65歳到達(誕生日前日)』に、基金の加入者では
なくなります。
あくまで、65歳誕生日時点でYKKｸﾞﾙｰﾌﾟ勤務の方（65歳時に一時金を受け取ると一時所得となってしまう方）が繰下げできる対象者であり、65歳到達日
(65歳誕生日前日)以前に退職または社員等でなくなった方は繰下げすることはできません。

【退職金】 繰下中は、毎年4月に10年国債の応募者利回りをもとに算出される利息が付利されます。
（ただし、算出結果によっては、利息が付利されない場合もあります。）

～ 繰下げを選択する際の注意 ～
・65歳到達時ではなく、退職時まで繰下げて一時金を受け取った場合、原則、退職した年が退職所得の課税年と

なります。
（65歳到達時または退職前に一時金を受け取ると、一時所得となります。）

・退職しても自動的に給付が行われることはありません。

（退職が決まり、ご本人から基金へご連絡いただいた場合には、手続のご案内を送付いたします。

ご本人からご連絡がない場合は、会社から退職の連絡を受けた後に、手続のご案内を送付いたします。）

65歳時に受け取ると在職中だから「一時所得」
でしか受け取れないと思っていたけど、

受取時期を退職時まで遅らせれば
「退職所得」で受け取ることができるんだね。



「退職金」や「確定給付企業年金（ＤＢ）」は、他の制度に移すこと（ポータビリティ）で、将来の年金に
繋げることができます。

（注）退職時に受け取れる給付が「退職金」と「ＤＢ」両方ある方が「他の制度に移す（ポータビリティ）」場合は、
両方併せて移す必要があります。

移せる制度の選択肢は、退職時の状況に応じて異なります。

退職金
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確定給付
企業年金

（ＤＢ）

ポータビリティについて（移せる制度と申出期限）

【ポータビリティの申出期限】 原則 「退職日から１年以内」 が申出期限です。 

＊ ただし、③に移す場合は「退職日から1年以内」か「厚生年金基金の資格取得から3ヵ月以内」の早い方が申出期限となります。
＊ 申出が期限内かの判断は、原則として、移換手続に必要な書類（不備なしに限る）の到着日が基準となります。
＊ 申出期限を過ぎた場合は移すことができません。

（注） 詳細をお聞きになりたい方は、ＹＫＫ企業年金基金 へお問い合わせください。

① 企業型ＤＣ（確定拠出年金） ※1

② 確定給付企業年金（ＤＢ） ※2

③ 厚生年金基金 ※2

④ 個人型ＤＣ（確定拠出年金） ※3

⑤ 企業年金連合会

※1 再就職先で加入できる場合のみ選択可能。
※2 再就職先で加入でき、かつ、受入可能な規約が

 ある場合のみ選択可。
（規約はご自身で再就職先に確認）

※3 移す時点で加入者（掛金拠出あり）である場合
 のみ選択可。

はい

いいえ

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

移せません

①～⑤ から選択可能

④⑤から選択可能

60歳以上
で退職

(または65歳到達)

再就職する
 ＊①～③いずれか

の制度がある

①～⑤ から選択可能
再就職する

 ＊①～③いずれかの制度がある
④⑤ から選択可能

加入者期間
が

20年以上



① 企業型ＤＣ
自身で運用を行い、その結果で受け取れる年金額が決まります。
制度の詳細は、再就職先に確認してください。

＜基金に提出が必要な添付書類＞ 移換申出書

② 確定給付企業年金（ＤＢ）
加入期間や退職時の年齢などに応じて年金額が予め決められています。
制度の詳細は、再就職先に確認してください。

＜基金に提出が必要な添付書類＞ 移換申出書

③ 厚生年金基金
加入期間や退職時の年齢などに応じて年金額が予め決められています。
制度の詳細は、再就職先に確認してください。

＜基金に提出が必要な添付書類＞ 移換申出書

④ 個人型ＤＣ ＊iDeCo（イデコ）ともいいます

＜問い合わせ先＞
イデコダイヤル： 0570-086-105

（050で始まる電話番号でかける
場合は、03-6731-9898）

加入者（掛金拠出・運用可）または運用指図者（運用のみ可）となることができます。
（状況によっては、運用指図者にしかなれない場合もあります。）

加入者となる場合は、月額5,000円以上（任意）の掛金を積立てて自分で運用します。
運用する商品は自己責任で選択し、その運用結果に応じて給付額が決定します。
運営は国民年金基金連合会が行っていますが、手続は、銀行や信用金庫などの
金融機関（受付金融機関）が窓口となります。
各種費用（移す際や移した後の各種手数料など）や運用商品およびサービス内容等
は、金融機関によって異なるため、自分でどの金融機関をパートナーにするかを決め
る必要があります。
個人型ＤＣについては、別途お渡ししているＤＣの リーフレットを参考にしてください。

＜基金に提出が必要な添付書類＞ 移換申出書 

⑤ 企業年金連合会

＜問い合わせ先＞
 〒105-0011東京都港区芝公園2-4-1芝ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙB館10Ｆ

 年金サービスセンター 年金相談室
  TEL： 0570-02-2666（IP電話等からは03-5777-2666）

・年金額は、移す時の年齢に応じた年利（※1）で計算されます。
※1 年利は右のQRコードから確認できます。

 ・移す際には、移す額や年齢に応じた事務費（※2）がかかります。
※2 事務費＝定額事務費1,100円＋定率事務費（上限33,000円）

 ・年金額や事務費（※3）がいくらになるかシミュレーションできます。
※3 シミュレーションは右のQRコードから確認できます。

＜基金に提出が必要な添付書類＞ ありません

退職金
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確定給付
企業年金

（ＤＢ）

ポータビリティについて（各制度の概要と問い合わせ先）

（注）基金に提出が必要な添付書類は、移す先の制度からご自身で入手し、必要事項を記入の上、他の書類と併せて基金に提出してください。

 （P25のQ7/A7も参考にしてください。）

※1

※3



Q1：前年度末（3月末）の見込額ではなく、退職時の見込額を教えてください。

よくあるＱ＆Ａ

A1：退職時の見込額は通知していません。おおよその金額は確認できますので、退職金・DBは直近9月に通知している「退職給付見込
額のお知らせ」で確認してください。またはYG-Portal内にあるシミュレーションを活用ください。（3ページ参照）
再発行を希望される方は、3ページをご確認の上、基金へご連絡ください。
ＤＣの口座状況は、毎年1回（2月）に郵送で通知されていますが、みずほグループ各種サービス（ＰＣサイト・コールセンター等）を
利用すれば、各自で随時確認することができます。

Q2：本人確認書類（住民票 等）に記載している住所が、退職日時点の住民票住所と異なりますが大丈夫ですか？

A2：本人確認書類で確認しているのは、「氏名」と「生年月日」のため、本人確認書類に記載してある住所が退職日時点の住民票住所
と相違していても問題ありません。

Q3：退職時の受取方法をどのように選んでよいかわかりません。一番良い受取方法は何ですか？
A3：受取方法は、みなさんのライフ（マネー）プランによっても変わるため、一概に何が良いとは言えません。

  ただ、状況としては、社員等であった期間が20年未満の方は一時金を選択される方が多く、20年以上の方は「退職金」は退職
所得控除のメリットを享受するため 一時金、「ＤＢ」は終身年金のため年金を選択する方が多いように思います。
また、2021.4.1以降に社員等となった方で65歳誕生日時点でYKKｸﾞﾙｰﾌﾟ勤務の方は、退職金を65歳時に一時金で受け取ると
一時所得となるため、退職所得として受け取りたい方は、受取時期を退職時まで繰り下げていただく方が良いかと思います。

Q4：受取方法を「年金」にして、万が一、年金で受け取る前（または受給中）に死亡した場合はどうなりますか？

A4：万が一、年金で受け取る前や受給中に亡くなった場合は、年金の支払保証期間（ＤＢは15年、退職金は5年）分のうち、残っている
期間分を一時金に換算して、ご遺族に「遺族一時金」としてお支払いします。

共通

Q5：場合によっては添付書類に「住民票（原本）」がありますが、なぜ住民票が必要なのですか？コピーではダメですか？

A5：社員等であった期間（2ページ参照）が20年以上ある方は、ＹＫＫ企業年金基金からの給付額（年金や一時金）が大きく、給付を
行うにあたり、生年月日確認書類として住民票の原本を提出していただくという決まり事（規約）があるためです。
（20年未満の人の添付書類は住民票以外でもＯＫとしています。）
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Q6：加入者期間が20年以上あります。「ＤＢ」を一時金で受け取り、「退職金」を年金で受け取ることはできますか？

A6：受け取れる退職給付が「退職金」と「ＤＢ」の2つある方は、年金の主軸は「ＤＢ」になりますので、「ＤＢ」を一時金で受け取り、
「退職金」を年金で受け取るという選択はできません。（「退職金」は一時金で「ＤＢ」は年金、または、両方年金という選択は可能）

Q7：他の制度（転職先の制度等）へ移したいのですが、提出期限までに書類が全て揃いません。どうしたらよいですか？

A7：他の制度へ移す選択をされる方は、企業年金連合会に移される方以外は、移す先の制度（転職先等）から、移すための書類を
 受け取ってからの提出になるため、期限までの提出が難しい場合がほとんどです。そのため、他の制度へ移す選択をされた方で

     期限までの提出が難しい場合は、事前に基金までその旨をご連絡いただき、全ての書類が揃ってから基金へご提出ください。



Q8：65歳到達者（2013.3.31以前入社で加入期間20年以上）ですが、「退職金」と「DB」で可能な受取方法の選択肢の組み合わせ
がよくわかりません。

A8：65歳到達者（2013.3.31以前入社で加入期間20年以上）の方は、「退職金」と「DB」が受け取れ、かつ、受取方法の選択肢が、
 年金と一時金以外に、66～75歳まで繰下げできるため非常に複雑になっています。

どのような受取方法の選択が可能かは、下の表で確認してみてください。

共通
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【65歳到達時の受取方法の組み合わせ（2013.3.31以前入社で加入期間20年以上の方）】

退職金

65歳時に一時金 65歳から年金
66～75歳に繰下げ
(65歳時に受け取らない)

DB

65歳時に一時金 ○ ✕ ✕

65歳から年金 ○ ○ ✕

66～75歳に繰下げ
(65歳時に受け取らない)

○（注1）（注2） ✕ ○ （注1）(注3)

（注1） “繰下げ”を希望した場合、繰下希望の年齢到達時に改めて手続が必要です。
（繰下げた年齢で自動的に給付が行われる訳ではありません）

また、"繰下げ"を希望した場合、繰下希望の年齢到達前であっても、本人からの申出があり、手続を行えば
申出日時点の年齢における“年金”または“一時金”を受け取ることは可能です。

（注2） 繰下げた年齢到達時に、再度 “年金”か“一時金”か“更に繰下げ”か、受取方法を選択することができます。

（注3） 繰下げる年齢は、「退職金」と「DB」は同じ年齢にする必要があります。
  また、繰下げた年齢到達時に、「退職金」と「DB」は再度 “年金”か“一時金”か“更に繰下げ”か受取方法を

選択することができますが、以下の点に注意してください。
 「退職金」を年金、「DB」を一時金で選択することはできません。
 「退職金」と「DB」の両方を更に繰下げる場合は同じ年齢にする必要があります。
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提出期限・提出先 共通

★「退職金」や「ＤＢ」の手続書類の提出期限

 65歳到達以前に退職する方 … 退職月末日 例） 5/20付退職の人は5/31までに基金必着

 65歳に到達する方（65歳誕生日時点でYKKｸﾞﾙｰﾌﾟ勤務） … 65歳到達月末日 

 例）65歳の誕生日が5/1（65歳到達日は誕生日前日の4/30）
の人は4/30までに基金必着

【一時金を選択した方の送金時期】 退職月（または65歳到達月）の翌月末日（土日祝日の場合は前営業日）
        ＊ ただし、提出期限までに不備なく書類が揃った場合に限ります。期限を経過した場合、基金が提出書類を受領した月の翌月末となります。

★「退職金」・「ＤＢ」の手続書類の提出先

＜提出先＞ 〒101-8642 東京都千代田区神田和泉町１ ＹＫＫ企業年金基金 宛

＊ 郵送の際は、このページの左下を切り取って宛名ラベルとしてご利用していただくことができます。

＊ 人事担当者等を経由、または、社内便（80ビル 3F 基金宛）を使っての基金提出でもＯＫです。（ただし提出期限は厳守！）

＊ 「ＤＣ」の手続は会社や基金では行っていません。別途お渡ししているＤＣのリーフレットに基づき、ご自身で必要な手続を行ってください。

〒101-8642
東京都千代田区神田和泉町１

ＹＫＫ企業年金基金 御中
（80ビル 3F）

↓↓↓ 郵送される際、点線部分を切り取って ↓↓↓
送付ラベルとしてご利用いただけます。 ・必要な提出書類は揃っていますか？

（8、14ページで添付書類は確認しましたか？）

・加入者期間に応じた受取方法にチェックしていますか？
・必要箇所に捺印（シャチハタ不可）しましたか？
・訂正箇所に印（名前横と同じ印）を押しましたか？
・住民票や申告書に個人番号（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ）の記載

はしていませんか？
（個人番号の記載があると受領できません！）

書類を提出する前に 

「確認書」で書類に不備がないか必ず確認しましょう！

＊ 「確認書」も手続書類と一緒に送付してください

期限までに
提出を！
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